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戸
籍
に
「
振
り
仮
名
」
が
追
加
さ
れ
ま
す

　

戸
籍
法
の
改
正
に
よ
り
、
戸
籍
の
記
載

事
項
に
、
新
た
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
追

加
さ
れ
ま
す
。

戸
籍
に
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る

ま
で
の
流
れ

①�

本
籍
地
の
市
区
町
村
か
ら
振
り
仮
名
の

お
知
ら
せ

戸
籍
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
氏
名
の

振
り
仮
名
の
「
お
知
ら
せ
」
は
、
本
籍

地
の
市
区
町
村
か
ら
戸
籍
の
筆
頭
者
の

方
に
、
圧
着
は
が
き
等
に
よ
り
郵
送
さ

れ
ま
す
。
郵
送
の
時
期
は
、
５
月
26
日

以
降
、
６
月
か
ら
８
月
ま
で
の
間
で
、

市
区
町
村
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

※�

本
籍
地
が
大
口
町
の
方
は
、
大
口
町
か

ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
大
口
町
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
本
籍
地
が
大
口

町
で
な
い
方
は
、
本
籍
地
の
市
区
町
村

か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

②
振
り
仮
名
の
確
認
と
届
出

本
籍
地
の
市
区
町
村
か
ら
郵
送
さ
れ
た

「
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
振
り
仮
名
が
正
し
い
場
合

　

届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
振
り
仮
名
が
間
違
っ
て
い
る
場
合

　

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

氏
名
の
振
り
仮
名
の
届
出
は
、
本
籍
地

ま
た
は
お
住
い
の
市
区
町
村
の
戸
籍
担

当
課
の
窓
口
と
な
り
ま
す
。「
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
」
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
届
出
も
可
能
で
す
。（
届
出
の
期

限
は
令
和
８
年
５
月
25
日
ま
で
）

※�

「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」と
は
国
が
運
営
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
、
ご
利
用

に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で

す
。

▽�
届
出
が
で
き
る
方
は
、「
氏
」
と
「
名
」

で
異
な
り
ま
す
。

「
氏�

」
の
振
り
仮
名
の
届
出
…
原
則
、
戸
籍

の
筆
頭
者
の
方
が
届
け
出
ま
す
。
届
出

に
当
た
っ
て
は
配
偶
者
の
方
な
ど
と
十

分
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

「
名�

の
振
り
仮
名
」
の
届
出
…
戸
籍
に
記
載

さ
れ
て
い
る
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
届
け
出

ま
す
。
た
だ
し
、
15
歳
未
満
の
方
の
届

出
は
、
親
権
者
等
の
法
定
代
理
人
が
お

こ
な
い
ま
す
。

▽�

届
出
に
必
要
な
も
の

「
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名

と
異
な
る
読
み
方
や
一
般
に
認
め
ら
れ

て
い
な
い
読
み
方
で
届
出
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
れ
が
分
か
る
書
面
を
別

に
提
出
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
戸
籍
へ
の
振
り
仮
名
の
記
載

本
籍
地
の
市
区
町
村
に
よ
り
、
令
和
８

年
５
月
26
日
以
降
、
①
の
「
お
知
ら
せ
」

に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
が
そ
の
ま
ま

戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

④
そ
の
他

令
和
７
年
５
月
26
日
以
降
、
出
生
届
や

帰
化
届
等
に
よ
り
初
め
て
戸
籍
に
記
載

さ
れ
る
方
は
、
そ
の
届
出
時
に
併
せ
て

振
り
仮
名
を
届
け
出
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

届
出
に
は
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

届
出
を
し
な
く
て
も
罰
則
は
あ
り
ま
せ

ん
。

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

振
り
仮
名
の
届
出
の
た
め
に
、
法
務
省

や
市
区
町
村
に
金
銭
を
支
払
う
よ
う
要

求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な

電
話
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
住
い
の

市
区
町
村
の
戸
籍
担
当
窓
口
、
最
寄
り

の
警
察
署
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電
話

（
＃
９
１
１
０
）、
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
（
１
８
８
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

制
度
の
ご
案
内

戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度
の
内
容
を
詳
し

く
知
り
た
い
場
合
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
参
照
く
だ
さ
い
。問

合
せ
先

　

戸
籍
保
険
課

　

☎
95
ー

１
１
１
５


